
                      

 

令 和 ３ 年 ４ 月 ２ ３ 日 

航 空 局 空 港 計 画 課 

 

北九州空港滑走路延長事業に係る計画段階環境配慮書に対する 

国土交通大臣意見の送付について 
 

 

 

 

 

 

 

環境影響評価法においては、事業者から配慮書の送付を受けたときは、主務大臣は

環境大臣の意見を勘案し事業者へ配慮書に対する意見を述べることとされておりま

す。 

今回の環境影響評価手続きでは、令和３年３月８日に事業者から国土交通大臣へ配

慮書送付がなされ、４月１６日に環境大臣から国土交通大臣へ配慮書に対する意見の

送付があったところです。 

 

※計画段階環境配慮書…事業内容が確定する前の計画段階で、環境保全のために配慮しなければならな

い事項（騒音、水環境、生態系等）の状況を文献等で調査し、事業に伴う影響

を予測・評価するもの。 
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 本日、環境影響評価法第３条の６の規定に基づき、北九州空港滑走路延長事業に係る

計画段階環境配慮書※（以下「配慮書」という）について、事業者である大阪航空局及

び九州地方整備局に対し、国土交通大臣意見を送付しましたので、お知らせします。 

なお、国土交通大臣意見の内容は別紙のとおりです。 



 

北九州空港滑走路延長事業に係る計画段階環境配慮書に対する国土交通大臣意見 

 
本事業者においては、北九州空港を含む事業実施想定区域及びその周辺における環

境保全の最適化に向け、以下の措置を適切に講ずること。また、その措置の検討経緯

及び内容については、方法書以降の図書に記載すること。 
 

１．総論 
（１）環境保全の最適化に向けた対象事業実施区域の設定及び事業計画の検討 

ア 滑走路及び関連施設等（以下、「事業設備等」という。）の位置・規模又は構

造・配置（以下、「位置等」という。）の検討に当たっては、環境保全上重要と

考えられる以下の（ⅰ）～（ⅲ）について、本事業の実施に伴う影響を改変回

避、離隔確保等により極力回避又は低減し、北九州空港を含む事業実施想定区

域及びその周辺における環境保全の最適化を図ること。 
（ⅰ）水環境 
（ⅱ）動植物及び生態系 
（ⅲ）景観及び人と自然との触れ合いの活動の場の状況 
 

イ 環境影響評価手続を進めるに当たっては、社会状況の変化等に応じた航空需

要予測の精度向上、オフピーク時間帯の活用等、現在の北九州空港における空

港設備を最大限有効活用するための方策及び北九州空港滑走路延長事業環境

影響評価技術検討委員会の検討状況等を踏まえ、環境保全上最適な計画となる

よう、精査すること。 
   
（２）今後の手続における留意事項 

ア 方法書以降の手続における対象事業実施区域の設定及び事業設備等の位置

等の決定に当たっては、計画段階配慮事項に係る環境影響の重大性の程度を整

理し、反映させること。 
イ 環境保全措置の検討に当たっては、環境影響を回避又は低減させる措置を検

討し、その結果を踏まえ、必要に応じ代替措置を検討すること。 
ウ 地元自治体の意見を十分勘案し、環境影響評価において重要である住民等の

関係者の関与についても十全を期すこと。また、北九州空港滑走路延長事業環

境影響評価技術検討委員会の場等における、環境保全面を含めた最適な計画の

立案に係る検討の経緯及び内容について、公表していくこと。 
 

２．各論 

 

（１）大気質 

本事業の実施に伴い窒素酸化物をはじめとした大気汚染物質の排出量の増加

が懸念されるため、大気汚染物質の排出量の増加について、適切に調査、予測及

び評価を行い、その結果を踏まえ、燃費効率の良い最新鋭機材の導入促進、地上

動力装置（GPU）の使用率向上等により、大気汚染物質の排出量を最大限抑制す

別紙 



 

ること。 

 

（２）水環境 

事業実施想定区域及びその周辺は、瀬戸内海に位置しており、土地改変に伴

い発生する土砂等による水環境等への影響が懸念されることから、今後、本事

業の実施に伴う水環境への影響を把握するための調査、予測及び評価を行い、

適切な環境保全措置を検討すること。 

 

（３）動植物及び生態系 

事業実施想定区域は、苅田沖土砂処分場及び新門司沖土砂処分場として公有水

面埋立事業により形成された土地であり、当該区域における動植物の生息又は生

育状況については、十分な知見がなく、本事業者が令和２年12月に実施した現地

踏査においては、種の保存法に基づく国内希少種に指定されているチュウヒの飛

翔が確認されている。また、事業実施想定区域の周辺には、「生物多様性の観点

から重要度の高い湿地」（環境省）に選定されている曽根干潟をはじめとして、

大小の干潟が存在している。このため、本事業の実施に伴う事業実施想定区域及

びその周辺に生息・生育する重要な動物又は生態系への影響を回避又は極力低減

するため、今後、専門家等からの意見を踏まえ、事業実施想定区域及びその周辺

の動植物の生息又は生育状況を詳細に調査し、その結果に基づき、適切な環境保

全措置を検討すること。 

 

（４）温室効果ガス 

  地球温暖化対策計画等の見直しや、航空政策全体の脱炭素化に向けた取組の検

討状況を注視しつつ、令和 3 年 3 月に立ち上げた「空港分野における CO2 削減に

関する検討会」及び「航空機運航分野における CO2 削減に関する検討会」におけ

る議論を踏まえ、我が国の 2050 年までの脱炭素社会の実現に向けて、以下の事

項に取り組むこと。 

ア 本事業の工事に伴う温室効果ガスをできる限り削減するよう、工事における

省エネルギー化の推進や再生可能エネルギーの利用等について、検討を進める

こと。 

イ 航空機の発着回数の増加に伴う二酸化炭素の排出量の増加が懸念されるた

め、エネルギー効率の良い航空機材の導入促進、地上動力装置（GPU）の使用

率向上等により、二酸化炭素の排出量を最大限抑制すること。また、航空機の

運航に伴う二酸化炭素の排出量が大幅に削減されることが期待される代替航

空燃料については、その実用化に向けた動向を踏まえ、その導入及び普及促進

に向けた検討を行うこと。 

ウ 空港施設の既設設備の更なる省エネ化や最新の省エネ技術の導入等により

エネルギー使用量を最大限抑制し、再生可能エネルギーの導入を促進すること。

特に、使用電力については、再生可能エネルギー発電設備の導入や再生可能エ

ネルギー由来の電力を購入すること等により、脱炭素化を図ること。 

エ 「エコ・エアポート」等の枠組を通じて空港利用事業者における脱炭素経営



 

への取組が促進されるよう、空港管理者として実行可能な措置を検討すること。 

 

（５）地域住民等への説明及び関係機関との連携 

本事業の実施に伴う環境影響及び環境保全措置の内容について、地域住民等に

対し丁寧に説明すること。また、本事業の推進に当たっては、関係機関等と調整

を十分に行い、方法書以降の環境影響評価手続を実施すること。 

 


